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『 いじめは｢行為｣ではなく｢状態｣で 』 理事 篠原宏明 

 岩手県矢巾町の中学２年、村松亮

さんがいじめを苦に自殺したとみら

れる問題で、学校はいじめが疑われ

る１３件の行為のうち６件を「いじ

めがあった」と認定し、いじめと判

断できない事案も含め、「その積み

重ねが心身の苦痛を増大させ自殺の

一因になった」と結論付けました。 

 ここで文部科学省の「いじめの定

義」をもう一度確認してみます。 

 “「いじめ」とは、当該児童生徒

が、一定の人間関係のある者から、

心理的、物理的な攻撃を受けたこと

により、精神的な苦痛を感じている

ものとする。なお、起こった場所は

学校の内外を問わない”とされてい

ます。 

 つまり、行為の大小や肉体的暴力

の有無に関わらず、被害を受けた側

が、その行為により精神的な苦痛を

感じていれば、それは全て｢いじめ｣

に該当します。 

 報道によれば｢いじめ｣と認定され

なかった残り７件の中には、村松さ

んに対する｢下着おろし」なども含

まれていましたが、村松さん自身が

苦痛だと感じていたかどうかは判断

できないため、いじめとは認められ

なかったそうです。残念ながら、行

為を個別に判断すると、このような

結果になってしまいます。 

 いじめ自殺が起こると、どうして

もその行為（いじめの手口）ばかり

に注目が集まり、それが酷ければ酷

いほど、マスコミ報道でもセンセー

ショナルに扱われてしまいます。そ

して調査段階では、加害行為を全て

縦割りにし、第三者の独自基準に

よって「いじめ」に該当するかどう

か、個々に判断されていきます。 

 このようなことは現実のいじめ裁

判でも行われており、あるご遺族が

起こした裁判では、加害行為を細分

化され、これはいじめ、これはいじ

めではないと一つずつ判定された結

果、「この程度のことでは死なな

い」と結論付けられて、いじめその

ものが無かったとされる、信じられ

ないような判決が下りました。 

 このように、いくら法律で被害者

目線に立てと書いてあっても、現実

では全く理解されていません。本当

の意味で被害者目線に立ち、被害者

の心情に寄り添うためには、個々の

加害行為の程度に捉われず、被害に

遭っていたときの「状態」を把握す

ることが何より重要です。他人から

見て、ほんの些細な悪ふざけ程度で

あったとしても、その時に被害生徒

が置かれている状態が「いじめ状

態」であったならば、受けた行為は

確実に被害者の心を深く傷つけ、死

へと追い詰めていることを汲み取っ

てあげてください。 

 人は、肉体を傷つけられる痛みに

は耐えられても、心を傷つけられる

痛みに耐える術を持っていません。 

 相手の心を傷つけるには、肉体へ

の暴力は必要ではなく、悪意の有る

言葉や態度、無視、仲間はずれだけ

でも、相手を死に追い詰めるだけの

力を持っています。それが「いじ

め」の本当の怖さなのです。 

 皆さんもどうか「いじめ」を加害

行為の程度（大小）で判断するので

はなく、そのときの「状態」で判断

し、子どもたちの変化を見逃さない

ようにして欲しいと思います。 
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 本日は、子どもたちの現状をお伝えする場

を頂きありがとうございます。 

 私は17年前に一人娘の香澄をいじめ自殺で

失ったいじめ自殺遺族です。 

 当法人は、学校に関わる子どもたちのいじ

め問題に特化した活動を13年間続けてきまし

た。 

 活動の内容は、いじめやその最悪の結果と

しての自殺に対する予防の為の児童生徒や教

師対象の講演、また、その他勉強会の開催、

調査研究、政府への申し入れなどをしていま

す。ですから本日は、「自殺総合対策の更な

る推進を求める決議」の十一にある、児童生

徒を含む若年層の自殺対策という項目につい

て意見を述べさせて頂きます。 

 まず、子どもたちの命というのは、基本的

には大人によって守られなければならないの

ですが、その命を守る為の術を大人がしっか

り確立しているかというと、残念ながら現実

はそうではありません。 

 子どもが大人に相談しても大人はどう対応

して良いか解らず、解決が出来ずにいます。 

 ですから、決議十一では子どもたちへのＳ

ＯＳ発信教育実施となっており、子どもたち

が変わる事を期待していますが、まずは大人

たちが子どもの命を守る為に何をしなければ

ならないのかを学ぶ事が優先されるべきと考

えます。 

 是非その視点を入れて頂きたいと思いま

す。 

 また、それ以前の問題として、予防対策の

ノウハウも現場では確立されていません。 

 次に、当法人が現場の教師対象に行ったア

ンケートを示します。 

 2012年10月から2013年4月実施のアンケート

で、ここでは中学校について、183名中144名

が回答して頂いた結果としてご報告します。

なお、回答は複数回答です。 

 いじめの報告は誰から受ける事が一番多い

か？についてですか、他の児童生徒からが

43.1%、本人からが36.8%、親からが10.4%と、

この三者からの報告で90.3%を占めておりま

す。 

 周りの友達も本人も親もこの割合で教師に

報告をしているわけですから、自殺の原因

は、子どもがいじめを大人に報告しなかった

事ではなく、報告を受けたにもかかわらず、

正しく対処出来なかった現場の教師の対応に

こそ大きな問題があったという見方は出来な

いでしょうか。 

 誤解が無いように申し上げますが、私達は

学校だけに責任を転嫁している訳ではありま

せん。 

 ただ、私達が活動で知る自殺事例のほとん

どが、指導する大人側に大きな問題があった

と感じているのは事実です。 

 また、残念ながらこのアンケートでは、他

の教師や養護教諭との情報共有がわずかしか

ないという現状も浮き彫りとなりました。 

 また莫大な予算で全校配置をしたカウンセ

ラーは、その他の枠2.1％の中に入っていたか

も知れないという状況でした。 

 

 多くの子どもたちが、いじめを原因として

死へと追い詰められている現実に対しては、

いじめ防止対策推進法が施行されましたが、

それが教師のスキルアップには反映されてお

らず現状は変わっていないと推測していま

す。 

 

 私は現在、教員研修や子どもたちへの講演

など約１、２００回させて頂いておりますの

で、全国の教師との会話が日々の生活となっ

ています。 

 その会話の中で「いじめがあったら気づか

ないはずがない」という言葉をよく耳にしま

す。 

 また、ある中学生の先生は、「9教科の内誰

も気づかないなんてありえないし、誰か気づ

いたら9人で情報共有は出来る」との事でし

た。 

 そして気になったのは「やはり評価は気に

なる」という言葉です。 

 いくら文部科学省や教育委員会から「いじ

めのあったクラスの担任にマイナス評価はし

ない、発見し解決したことが評価になる」と

◆ 自殺対策を推進する議員の会のヒアリングに参加して ◆  理事 小森美登里 

  去る８月５日に、参議院議員会館で行われた自殺対策を推進する議員の会で、子どものいじめ 

自殺に関する報告をさせていただきました。本稿はその時の発表内容です。 
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言われても、残念ながら現場の教師はそう思っ

ていませんので、自身の評価を気にして誰にも

相談せず一人で握ってしまう事になるのではな

いか、と想像しています。 

 

 また、その下にあるもう一つのアンケート結

果、「児童生徒から相談されたら解決する自信

はあるか？」については、「解決できる」「ほ

ぼ解決できる」と回答した中学教師は26.3%

と、教師の自信の無さが伺える結果となりまし

た。 

 また、「解決できる」と回答した先生方が、

本当に正しい対応を知っているかと申します

と、私は大変疑わしいと感じています。 

 

 多くの人が教員を頼りSOSを届けても、どう

対応して良いかわからない、スキルが確立され

ていないという状況が最大の問題ではないで

しょうか。 

 どうして良いかわからない教師は「しばらく

様子を見てみましょう」と時間かせぎをしま

す。 

 その間に子どもたちは、「誰も動いてくれな

いんだ。助けてくれないんだ。」という孤独感

の中、死へと追い詰められているのではないで

しょうか。 

 ですから、「大人が子どもを守る」という構

図は確立されていません。 

 

 昨今話題になっている岩手県矢巾町の自殺事

件もやはりこのパターンでした。 

 担任の先生は亮君から、様々な事実と死にた

いという追い詰められている心情まではっきり

伝えられていました。 

 しかし、残念ながらそれらに対する正しい対

応も、教師間の情報共有もなされていなかった

のです。 

 これは、１７年前私たち親子の状況と全く同

じです。いじめの相談を先生にしながら娘が自

殺し、その後事故報告書に「パイプの詰まりが

あった」と記されていました。教師の対応は１

７年前のままであるという証です。 

 しかし、なぜ今回矢巾町の事件がメディアに

取り上げられたかと申しますと、「生活記録

ノート」という動かぬ証拠があったからです。 

 17年前の私は、ただ学校に報告するだけで、

その証拠がありませんでしたから、自殺後学校

はいじめは存在していなかったと言い切る事が

出来たのです。 

 矢巾町の自殺事件は、この「生活記録ノー

ト」が学校の隠蔽をはばみました。 

 証拠が残るこれらのノートが今後廃止の方向

に向かわぬ事を願っています。 

 

 虚偽、隠蔽によって事実に向き合う事が出来

ていない現状は、再発防止策策定に大きな足か

せとなっています。 

 学校が出来る初動調査が現在確立していない

ことから、事実にしっかり向き合うシステムが

存在していません。 

 事実から学ぶ事が出来ないというのは、子ど

もの命を守る上で重大問題と考えます。 

 無知のままの大人が子どもを死へと追い詰め

続けているのです。 

 繰り返しになりますが、この様な状況の中、

子どもたちにSOSの出し方教育を実施したとこ

ろで、自殺を防ぐ事は出来ないでしょう。 

 ましてや、私たちが「指導死」と呼んでい

る、教員の指導をきっかけ、原因とした子ども

たちの自殺も大変多いことも、是非皆様の記憶

に留めて頂きたいと思います。 

 

 アンケートの裏、子どもアンケートについて

少し触れさせて頂きます。 

 低学年であればあるほど効果は高いと思うの

ですが、人権講演を聞いたことがあると認識し

ている小学生は約４割しかいませんでした。 

 また、「辛くて死んでしまいたい」と思った

事がある子どもは、いじめ被害者の約３人に１

人、アンケート総数ですと約１０人に１人でし

た。 

 子どもの１割が死を考えた事があるというの

は重大問題です。 

 

 次に、自殺に至った原因の複数説が肯定され

ている事についてですが、私はこの事について

大いに疑問を感じています。 

 理由はいじめとは虐待そのものだからです。 

 家庭内で心理的暴力、肉体的暴力、ネグレク

ト、性的暴力が起きれば虐待と認定され通報義

務まで課せられますが、全く同じ行為が学校内

で行われてもそれは「いじめ」と表現され、そ

の結果、「いじめぐらいで自殺する子は弱い」

「いじめられる子にも何か原因がある」と、被
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害者側にも責任があるかのように言われてしま

います。 

 しかし「虐待ぐらいで自殺する子は弱い」

「虐待される子にも何か原因がある」と言うで

しょうか。 

被害者ではなく、虐待こそが根本理由なのでは

ないでしょうか。 

人は、著しい人権侵害を受け続ければ、考える

力や生きる気力を奪われる事があるのです。 

 

 また、自殺原因の複数説は、学校が自殺をい

じめ以外の理由、例えば、いじめられた子ども

やその家族に原因を転嫁し、事をうやむやにす

る為に利用している現実があります。 

 今回、矢巾町の中学校も「いじめは自殺の一

因」と報告していますが、「原因は一つだけで

は無い」というメッセージにもなります。 

 天国にいるあの子どもたちは、あのいじめが

なければ今生きていた命です。 

 明らかに根本原因があるにもかかわらず、そ

の後発生した鬱状態等の対応を、原因の一つと

して混同させ、自殺の原因複数説にしているよ

うに感じます。 

 このことが、逆に根本原因を歪曲させている

と感じるのです。 

 子どものいじめ自殺は、根本原因にしっかり

目を向け予防しなければなりません。 

 

 その他にも、予算の削減が現場では大きな問

題となっています。 

 学校が、いじめや自殺予防のため講演や研修

で私たちに声掛け頂いても、予算が無く交通費

や講演料が出せないという事で断念している学

校があります。 

 また、もう一つお金に係わる問題として、ス

ポーツ振興センターの問題もあります。 

 自殺対策の基本認識は、「追い込まれた末の

死」であるはずですが、スポーツ振興センター

は高校生の自殺に対して、「高校生は年齢的に

自身の判断での自殺」いわゆる「故意による

死」という判断で遺族への災害給付が実現して

いません。 

 

 最後に、二つ折りの子どもの自殺図表一につ

いて簡単にご説明します。 

 実は、遺族がいじめが原因だと訴えていても

計上されないことが非常に多いのです。 

 ちなみに私の娘は、裁判でいじめの存在が認

められましたがいまだに「その他」の枠の中に

居ます。 

 そして、この表で大変大きな問題なのは、い

じめ自殺が極端に少ないことです。また、子ど

もの自殺のほとんどが原因不明なままです。 

 もし、文部科学省が発表しているこの図表の

いじめ自殺数が事実なのであれば、大問題とし

て取り上げる必要は無いはずです。 

 統計精度が低いと言えるのです。 

 

 正に、子どもたちへの「生きることの促進要

因」とは、予防の確立と、いじめ解決に対する

正しい対処が出来る大人になることです。 

 その意味で、法改正骨子第12条の「学校にお

ける自殺防止に関する教育」におきましては、

「実のある正しい教員研修の徹底」という視点

から今法律改正に組み込んで頂けますようご検

討をどうぞ宜しくお願いします。 

 

 文部科学省の協力、虐待防止法、自殺対策基

本法、いじめ防止対策推進法、 

その他様々な法律を駆使し、児童生徒の命を

守って頂けますようご尽力をどうぞ宜しくお願

い致します。 

 私たちも精一杯頑張る所存ですので、お力添

えをお願い致します。 
 

  




